
緊急時対応について以下に限り、３０分ルールから除く。（注１）

質量販売（注２）により販売した液化石油ガスをキャンピングカー等の
屋外において移動して使用される消費設備により消費する一般消費者
等であって、緊急時対応に関する講習の課程を修了し、かつ、緊急時
に所要の措置を自ら行うことについて、当該液化石油ガス販売事業者
の確認を受けたものの消費設備。

（注１）緊急時対応以外の保安業務については従来通りである。例えば、緊急時連絡に関し、保安業務を行
う保安機関が、一般消費者等に対し適切な指示・助言をすることは変わりない。

（注２）質量販売においては、LPガス容器～調整器～燃焼器まで消費設備であり、消費者が管理を行う。

質量販売緊急時対応講習（４時間以上）
• 質量販売を扱う販売事業者から液化石油ガス
を購入する際に、受講修了証を提示する。

• 緊急時に所要の措置を自ら行うことについて、
販売事業者の確認を受ける。

販売契約

o 書面交付（注３）

o 帳簿への記載・保存（注4）

o 周知（注5）、消費設備調査、緊急時連絡等
（注３）緊急時連絡先等の情報も含まれる。
（注４）緊急時における措置を自ら行うことについての確認書類

や受講修了証の控えを含む。
（注５）災害防止に必要な事項等を一般消費者等に周知する。

キャンピングカー等の３０分ルール見直し（液化石油ガス法 保安業務告示・通達改正）

緊急時対応に関する講習の課程を修了し、緊急時に所要の措置を自ら行
うことについて、当該液化石油ガス販売事業者の確認を受けた消費者

緊急時に所要の措置を自ら行う

消費者

30分以内に到着し、所要の措置を行う

①緊急時の連絡

②適切な指示・助言

出動

緊急時の所要の措置
バルブの閉止、容器の移動等

保安機関

令和4年7月
ガス安全室今回改正の追加事項

（一定の条件を満たした場合は
３０分ルールから除く）

液化石油ガス法において、保安業務を行う保安機関に対

し、保安確保の観点から、緊急時対応として、「保安業務

に係る一般消費者等の供給設備及び消費設備には原則とし

て３０分以内に到着し、所要の措置を行うことができる体

制を確保すること」が求められている（以下「３０分ルー

ル」という。）。

科目 範囲

液化石油ガ
スの基礎

一 液化石油ガスに関する物理・化学の基礎知識

二 液化石油ガスの性質等

各種設備の
機能、取扱
い

一 液化石油ガス容器等

二 調整器

三 燃焼器

四 安全機器

緊急時の対
処の方法

一 非常時の措置（ガスが漏えいした場合、漏えいした
ガスに着火した場合）

二 損害賠償責任保険

関係法令

一 高圧ガス保安法 第１章（総則）、第２章（事
業）、第３章（保安）、第４章（容器等）及びこれ
らに関係する政令、省令、告示、通達等

二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関
する法律 第１章（総則）、第２章（液化石油ガス
販売事業）、第３章（保安業務）、第４章の２
（液化石油ガス設備工事）及びこれらに関係する政
令、省令、告示、通達等


